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令和８年１月 

 

 

 

学校法人自治医科大学 

 



  自治医科大学附属さいたま医療センター樹木等管理業務に係る入札公告（令和８年１月１５日付）

に基づく入札については、この入札説明書の定めるところにより実施するので、入札に参加する者は

内容を熟覧のうえ、入札すること。 

  

１ 入札に付する事項 

（１）業務名称 自治医科大学附属さいたま医療センター樹木等管理業務 

（２）業務内容 樹木等管理業務等概要書のとおり 

業務の詳細な仕様は、入札参加資格を有する者にのみ入札参加資格確認通知書と併

せて送付する。 

（３）履行期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（４）履行場所 自治医科大学附属さいたま医療センター敷地内及び半径１㎞以内に所在する１１棟の

職員住宅敷地内（一部周辺地含む） 

  

２ 入札参加資格 

下記の条件を全て満たす者とする。 

（１）いずれかの都道府県において、令和７年度の一般競争入札に参加できる資格を得た者であること。 

（２）埼玉県内に事業所を持ち、災害発生等における緊急対応依頼時には、履行場所まで概ね１時間以

内に到着できる者であること。 

（３）令和７・８年度埼玉県建設工事請負競争入札参加資格者格付要領において、造園業の格付がＢ級

以上の者であること。 

（４）入札公告日において、樹木管理業務の実績が３年以上継続していること。 

（５）過去の本学の入札において、落札したにもかかわらず契約を辞退した者、失格等の処分を受けた

者、取引に係る一切の制限を受けている者でないこと。なお、協力業者を選定する場合も同様とす

る。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。  

（７）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に

掲げる者でないこと。 

 

３ 入札参加表明書及び入札参加資格を証する書類の提出締切日時及び提出先 

令和８年１月２３日（金）１２時００分までに下記書類一式を下記 16のメールアドレス宛てにＰＤ

Ｆ形式にて提出（送信）すること。 

（１）記名押印した入札参加表明書 

（２）２（１）の条件を証する書類 

（３）２（２）の条件を証する書類（別途様式にて、事業所住所を記載） 

（４）２（４）の条件を証する書類（別途様式にて、契約名称、契約期間、受託内容を記載） 

 

４ 入札参加資格確認審査結果の通知 

令和８年１月２６日（月）１７時００分までに結果の如何を問わず、入札参加表明書に記載されたメ

ールアドレス宛てに入札参加資格確認審査結果を通知する。また、参加資格があると確認した者には、

仕様書を入札参加表明書に記載されたメールアドレス宛に送付する。 

 

５ 入札参加辞退について 

入札参加表明書提出後に入札を辞退する場合は、辞退届を下記 16の担当課へ持参、メール送信又は



郵送により入札受付開始時刻までに到着するように提出すること。 

 

６ 現地確認について 

入札参加の決定又は入札額の算定に当たり現地確認を希望する場合は、下記16のメールアドレス宛に

現地確認を希望する旨のメールを送信すること。日時を調整のうえ連絡する。なお、参加者は１名と

すること。 

 

７ 質疑応答 

入札参加表明書提出後の現地確認においては口頭により、その他については下記 16のメールアドレ

ス宛てに質疑書を添付様式にて提出（送信）すること。 

なお、書面による質疑がない場合においても、その旨記載のうえ提出すること。 

質疑提出期限：令和８年１月２９日（木）１２時００分まで 

回答期限  ：令和８年２月３日（火）１７時００分までに質疑書を提出したメールアドレス宛てに

現地確認時における質疑を含め、全参加者宛てに質問内容及び回答を送信する。受信

した者は確認メールを返信すること。 

 

８ 見積条件 

  数量は、対象数量書記載のとおりとする。 

 

９ 入札を執行する日時及び場所 

（１）受付時間：令和８年２月１２日（木）９時００分から９時２０分まで 

（２）入札日時：令和８年２月１２日（木）９時３０分開始 

（３）入札場所：自治医科大学さいたま医療センター 管理研究棟１階会議室Ａ 

埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 

※入札参加者を参集させることが不適当であると判断した場合は、非参集方式入札（郵送）に変更する

場合がある。 

 

10 入札参加者の留意事項 

（１）９（１）記載の受付開始時刻１０分前までは、館外において待機すること。 

（２）館内に入場できる人数は、２名以内とする。 

 

11 入札保証金 

免除する。ただし、落札者が落札後に自己の都合により契約を締結できない場合には、理由の如何を

問わず、入札金額の１００分の５を違約金として発注者に支払うものとする。 

 

12 入札条件 

（１）入札者は、積算金額を算出する際には設計内訳書に記載されている内容で算出すること。 

（２）入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約希望金額から消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。 

（３）入札者は、初度の入札書を提出する際に、当該入札書に記載された金額の算出根拠を記載した積

算内訳書を提出すること。 

なお、契約に要する費用（印紙が必要な場合は２部を含む）は、本業務の積算に含むものとする。 

（４）入札書は、仕様書に記載のある業務を全て遂行可能な金額を記載すること。 

（５）入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状を提出しなければならない｡ 



（６）提出した入札書は、訂正、差し換え又は撤回することはできない。 

（７）入札受付終了時間までに会場に参集しなかったときは、理由の如何を問わず入札に参加できない。 

（８）入札への参加を取り止める場合には、入札受付開始時刻までは、いかなる場合でも辞退すること

ができ、以後の取扱において不利益を与えるものではない。 

（９）入札受付を行った者は、初度の入札を辞退することはできない。 

（10）再度の入札において初度入札の最低価格以上の価格で入札した者は、当該入札に係るその後の入

札に参加させない。 

（11）次の入札は無効とする。 

  ①入札参加者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。 

  ②提出書類に虚偽の内容があったとき。 

  ③記名押印のない入札を行ったとき。 

  ④入札書記載の調達件名、価格、氏名、その他の事項を確認できないとき。 

  ⑤調達件名に重大な誤りがあるとき。 

  ⑥入札時に積算内訳書の提出ができないとき。 

  ⑦設計内訳書に仕様書に示す内容が全て反映されていないとき。 

⑧入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について訂正印が押されていないとき。 

  ⑨代理人が入札する場合、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏

名及び印のないとき。 

⑩入札者又はその代理人が同一事項について２以上の入札をしたとき。 

  ⑩同一人が２人以上の入札の代理人として入札をしたとき。 

⑫談合、その他不正な行為があったと認められるとき。 

（12）入札参加者が１者の場合でも入札を執行する。 

 

13 落札者の決定方法 

（１）予定価格以下且つ最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（２）入札執行回数は３回とする。ただし、非参集方式入札による場合は、１回とする。 

（３）落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを

引かせて落札者を決定する。ただし、非参集方式入札による入札の場合には、入札執行責任者が代

理でくじを引き落札者を決定する。 

（４）落札者がいない場合は、その入札における最低価格を入札した者と、随意契約交渉に移行する。 

（５）落札決定後、契約締結日までに２に記載する資格を失った場合は、契約を締結しない。この場合、

11に記載する違約金の対象とする。 

 

14 契約保証金 

免除する。 

ただし、落札者が契約締結後に破棄又は内容変更を申し出た場合には、理由の如何を問わず、契約金

額の１００分の１０の金額を違約金として発注者に支払うものとする。 

 

15 反社会的勢力排除に関する事項 

暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行う全ての者をいう。）からの不当要求又は業

務妨害（以下「不当介入」という。）の排除について 

（１）暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者報告し、所轄の警察署に届け出る

こと。 

（２）暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速



やかに所轄の警察署に提出すること。 

（３）発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。 

 

16 その他 

（１）発注者において本件調達に係る当該年度予算が否決された場合又は執行が停止された場合は、こ

の公告並びにこの公告によって生じる一切の決定、権利及び義務は効力を失うものとする。 

（２）落札者において、業務開始の３週間前までの間に契約を締結しない場合は、11の違約金請求を受

けるほか、以後実施する入札等への実施について参加の制限等を受けることがある。 

（３）発注者が、落札者決定後から契約締結までの間に、落札者に帰する理由により落札者が業務を遂

行できないと判断したときは、落札者の決定を取り消すことがある。この場合、11の違約金請求を

受けることがあるほか、以後実施する入札等への参加の制限等を受けることがある。 

（４）この入札に関する問い合わせ先（契約担当課） 

所在地：〒３３０－８５０３ 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 

施設名：自治医科大学附属さいたま医療センター 

担当者：事務部管理課 管理係 杉本 

メールアドレス skanrika_k@jichi.ac.jp 

ＴＥＬ ０４８－６４８－５２３９ 


